
○

フ

ロ
　
イ

セ
　
ン
に

お
け

初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

高
　
　
　
岡

信
　
　
　
也
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は

じ
　
め

に

　
一
般
に
、
教
職
（
■
①
軍
實
げ
①
昌
｛
）
　
へ
の
入
職
の
要
件
と
し
て
一
定
の
資
質
、

能
力
等
に
関
す
る
規
準
が
明
示
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ら
の
習
得
を
示
す
何
ら
か
の
客

観
的
証
明
が
教
職
志
願
者
（
ω
争
巳
印
巨
岸
彗
庄
針
け
彗
）
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る

と
き
、
教
員
資
格
制
度
の
根
幹
は
す
で
に
成
立
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
際
、
教
員
資
格
制
度
の
基
本
的
な
性
格
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
、
さ
し
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
り
次
の
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
ω
　
資
格
付
与
の
主
体
は
何
か

　
　
　
②
　
資
格
付
与
の
方
式
は
い
か
な
る
も
の
か

　
　
　
⑧
　
資
格
の
内
実
（
資
質
、
能
力
等
）
は
い
か
な
る
も
の
か

　
　
　
ω
　
資
格
の
時
間
的
、
空
間
的
効
力
は
い
か
な
る
も
の
か

　
資
格
制
度
の
内
実
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
諸
要
素
は
、
当
然
、
国
お
よ
び
時
代
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
形
態
を
と
る
。
一
九
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
に
ほ
ぽ
時

を
同
じ
く
し
て
教
員
資
格
制
度
を
整
備
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
も
、

「
有
能
な
教
師
（
昌
O
軍
骨
①
冒
串
實
）
」
の
大
量
の
創
出
を
、
自
国
の
公
教
育
制

　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
第
十
七
巻

度
形
成
の
た
め
の
絶
対
的
条
件
を
と
ら
え
た
点
で
、
各
国
共
通
の
課
題
を
確
認
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
形
成
さ
れ
た
教
員
資
格
制
度
の
内
実
、
し

た
が
っ
て
政
策
逐
行
の
遇
程
お
よ
び
そ
の
結
果
に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
に
注
目
す
れ

ば
、
そ
こ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
各
国
に
固
有
の
性
格
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き

（
2
）

る
。　

と
こ
ろ
で
、
教
員
資
格
制
度
は
、
公
教
育
行
政
の
一
環
と
し
て
そ
れ
白
体
独
白

の
制
度
化
過
程
を
た
ど
る
が
、
同
時
に
、
教
員
任
用
行
政
に
連
動
す
る
性
格
を
有

し
て
い
る
。
、
適
正
な
教
員
数
の
確
保
を
任
務
と
す
る
任
用
行
政
に
と
っ
て
一
定
の

数
の
教
員
侯
補
者
を
プ
ー
ル
す
る
「
人
的
供
給
装
置
」
と
し
て
の
教
員
資
格
制
度

の
成
立
は
、
行
政
の
効
率
的
運
用
を
可
能
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
実
態

と
レ
て
の
教
員
資
格
制
度
は
、
た
え
ず
教
員
任
用
行
政
の
一
貫
と
し
て
構
想
さ
れ

実
体
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
世
紀
プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
任
用
制
度
の
も
っ
と
も
一
般
的
か

つ
重
要
な
特
質
は
、
教
員
任
用
制
度
の
基
礎
に
い
わ
ゆ
る
直
接
養
成
方
式
に
も
と

づ
く
教
員
資
格
制
度
が
存
在
す
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
教
職
へ
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ブ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

の
リ
ク
ル
ー
ト
が
、
　
レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
■
①
ぎ
胃
ω
①
昌
ぎ
胃
）
と
呼
ば

れ
る
教
師
養
成
機
関
を
卒
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
さ
れ
る
「
卒
業
資

格
主
義
」
が
原
則
と
さ
れ
、
教
員
資
格
制
度
の
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
さ

　
（
3
）

れ
る
。

　
一
般
に
、
本
制
度
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
後
半
を
前
史
と
し
て
、

一
九
世
紀
初
頭
に
も
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
通
史
的
理
解
は
、
資

格
法
制
、
任
用
行
政
の
実
態
等
の
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
十
分
な
裏
づ
け
を
も
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
本
小
論
は
、
資
格
法
制
上
最
初
に
直
接
養
成
方
式
の
採
用
を
規
定
し
た
、
一
八

二
六
年
六
月
一
日
公
布
の
「
文
部
大
臣
訓
令
（
O
ぎ
巳
胃
H
忍
8
｛
冥
き
旨
H
．

旨
ξ
H
O
0
8
）
」
1
以
下
、
単
に
「
訓
令
」
と
略
記
　
　
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
わ
が
国
の
プ
ロ
イ
セ
ン
H
ド
イ
ツ
教
育
史
研
究
に
あ
っ
て
は
、
史
的
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

察
の
対
象
と
し
て
本
訓
令
に
言
及
し
た
論
稿
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。

研
究
史
に
お
け
る
こ
の
状
況
に
は
、
当
然
い
く
つ
か
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、

十
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
史
の
動
向
の
上
で
重
要
な
点
は
主
と
し
て
次
の
点
に
存
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
本
訓
令
の
発
令
時
期
が
、
プ
ロ
ィ
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

改
革
期
と
三
月
前
期
（
＜
O
H
旨
腎
N
）
の
は
ざ
ま
、
い
わ
ゆ
る
「
空
臼
の
二
十
年
」

に
位
置
す
る
と
い
う
単
純
な
史
的
事
実
に
あ
る
。
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（
甲
留
量
－

品
胃
）
以
来
、
テ
ィ
ー
レ
（
ρ
弓
竃
①
－
①
）
を
経
て
、
メ
ン
ツ
ェ
（
O
．
竃
①
冨
①
）

に
至
る
ま
で
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
教
育
改
革
史
研
究
の
基
本
動
向
は
、
ジ
ュ
フ
ェ
ル
ン

法
案
の
挫
折
1
－
廃
案
化
（
一
八
一
九
年
）
を
も
っ
て
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
の
終

息
と
と
ら
え
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
明
示
さ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
そ
れ
に

つ
づ
く
二
十
年
代
、
三
十
年
代
を
十
八
世
紀
的
絶
対
主
義
へ
の
反
動
的
回
帰
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

代
と
位
置
づ
け
る
歴
史
把
握
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
近
代
化
に
関
す
る
最
近
の
動
向
は
、
と
り
わ
け
、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
史
派
」
に
代
表
さ
れ
る
じ
と
ノ
＼
プ
ロ
ィ
セ
ン
改
革
か
ら
三
月

前
期
に
至
る
過
程
を
改
革
、
挫
折
、
反
動
の
図
式
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
批

判
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ゼ
レ
ッ
ク
（
射
①
庄
｝
彗
串
内
8
昌
9
吋
）
は
、
論

文
、
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
国
家
と
杜
会
」
の
中
で
、
一
八
二
〇
～
三
〇
年
代

の
立
法
、
行
政
過
程
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
時
代
を
、
改
革
期
に
措
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

「
近
代
化
へ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
現
の
過
程
」
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
コ
ー
ゼ
レ
ッ
ク
の
こ
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
、
小
論
が
と
り
あ
げ
る
「
一
八
二

六
年
訓
令
」
は
、
あ
き
ら
か
に
改
革
期
に
提
出
さ
れ
た
教
員
資
格
制
度
構
想
の
実

体
化
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
近
代
的
教
員
制
度
の
形
成
の
起
点
に
位
置

す
る
も
の
で
あ
る
。
小
論
の
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
訓
令
」
の
内
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
、
事
実
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
教
員
制
度
近
代
化
の
意
義
を
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
考
察
の
対
象
は
、
主
と
し
て
、
①
「
訓
令
」
の
起
草
過
程
、
②
「
訓
令
」
の
内
容
、

⑧
「
訓
令
」
の
実
施
過
程
の
三
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
教
員
資
格
制
度
形
成
の
端
緒
は
、
す
で
に

十
八
世
紀
後
半
の
教
育
法
令
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小

論
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
諸
法
令
に
あ
ら
わ
れ
た
資
格
制
度
に
っ
い
て
簡
単
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。
ま
ず
、
法
令
原
文
を
引
用
し
て
み
る
。

　
「
ミ
ン
デ
ン
学
校
令
」
第
八
条
（
一
七
五
四
年
）
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「
教
師
の
職
に
欠
員
が
生
じ
、
朕
の
官
吏
ま
た
は
パ
ト
ロ
ン
が
在
来
の
慣
行
に

　
　
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
じ
と
き
資
質
を
有
す
る
三
人
の
侯
補
者
を
宗
務
局
に

　
　
推
薦
し
て
き
た
場
合
、
先
ず
み
ら
か
じ
め
朕
の
尊
敬
す
る
地
方
監
督
（
旨
－

　
　
潟
｛
巨
彗
宗
巨
）
あ
る
い
は
監
督
（
H
富
肩
ぎ
昌
）
が
試
験
を
お
こ
な
い
、

　
　
そ
の
成
績
証
明
を
こ
れ
ら
侯
補
者
に
持
参
さ
せ
、
そ
の
上
で
更
に
宗
務
評
議

　
　
官
全
員
で
、
あ
る
い
は
全
宗
務
評
議
官
の
面
前
で
侯
補
者
中
だ
れ
が
最
も
優

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
秀
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
詮
考
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
後
略
）
」

　
「
地
方
学
事
通
則
」
第
一
四
条
（
一
七
六
三
年
）

　
「
地
方
に
お
い
て
は
何
人
も
監
督
に
よ
っ
て
試
験
さ
れ
、
そ
の
試
験
に
お
い
て

　
　
有
能
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
旨
の
証
明
書
が
与
え
ら
れ
る
ま
で
は
キ
ュ

　
　
ス
タ
ー
ま
た
は
教
師
に
任
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
説
教
師
は
、
何

　
　
人
と
い
え
ど
も
上
記
の
試
験
を
受
け
、
そ
れ
に
合
格
し
た
旨
の
証
明
書
を
あ

　
　
ら
か
心
め
提
出
し
て
い
な
い
者
を
キ
ュ
ス
タ
ー
ま
た
は
教
師
と
し
て
教
会
ま

　
　
た
は
学
校
の
職
に
つ
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
朕
白
身
に
直
属
す
る
王
領
直
轄

　
　
都
市
お
よ
び
王
領
直
轄
村
の
地
方
学
校
に
関
し
て
は
、
朕
は
す
で
に
朕
の
ク

　
　
ル
マ
ル
ク
に
お
い
て
規
定
を
公
布
さ
せ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
に
こ
の
布
告
に

　
　
よ
っ
て
再
び
厳
粛
に
以
下
の
c
と
く
そ
れ
を
く
り
か
え
す
。
す
な
わ
、
ベ
ル

　
　
リ
ン
に
あ
る
ク
ル
マ
ル
ク
の
キ
ュ
ス
タ
ー
お
よ
び
教
員
養
成
所
に
お
い
て
一

　
　
定
期
間
在
学
し
、
そ
こ
で
養
蚕
術
な
ら
び
に
有
益
な
る
三
位
一
体
教
会
の
付

　
　
属
ド
イ
ツ
語
学
校
で
実
証
さ
れ
て
い
る
学
校
の
運
営
法
を
学
ん
だ
者
以
外
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
何
人
も
教
師
お
よ
び
キ
ュ
ス
タ
ー
に
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
後
略
）
」

　
右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
教
員
資
格
法
制
は
ミ
ン
デ
ン

学
校
令
に
お
い
て
は
、
選
抜
試
験
制
に
よ
る
任
用
制
度
を
採
用
し
、
地
方
学
事
通

則
に
お
い
て
は
、
直
接
養
成
方
式
と
資
格
試
験
制
の
併
用
を
そ
の
骨
子
と
し
て
い

プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

る
。
右
の
両
規
定
は
、
い
ず
れ
も
、
　
ヘ
ッ
ヵ
1
（
－
｝
①
串
ξ
）
の
起
草
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
ピ
エ
テ
ィ
ス
ム
ス
的
教
育
観
に
お
い
て
は
、
一
定
の
資
質
、

能
力
を
有
し
た
教
師
の
存
在
は
、
民
衆
教
育
の
振
興
に
不
可
欠
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。　

し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
地
方
学
事
通
則
の
実
効
性
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分

で
は
な
ノ
＼
教
員
資
格
制
度
の
基
盤
は
、
ピ
エ
テ
イ
ス
ム
ス
的
な
教
育
的
情
熱
以

外
に
さ
し
せ
ま
っ
て
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
理
念
的
基
礎
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
近
代
国
民
教
育
形
成
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
杜
会
的
基
盤
の
形
成
期
に
至
る
ま
で
実
現
の
可
能
性
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
右
の
資
料
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
の
教
員
資
格
制
度
の
内
実

は
、
資
格
試
験
方
式
か
ら
直
接
養
成
方
式
へ
、
一
定
の
方
向
性
を
帯
び
て
展
開
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
以
後
プ
ロ
ィ
セ
ン
教
員
資
格
制
度
は
、
　
一
九
世
紀
初
頭
に
拡
充
さ
れ
る

レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
よ
る
二
兀
的
な
養
成
制
度
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
ジ
ュ
フ
ェ
ル
ン
教
育
法
案
」
は
、
「
教
員
と
な
る
べ
き
資
格
は
、

…
…
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
明
記
し
、
レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
唯
一
の
資
格
付
与
機
関
と
規
定
し
た
。

　
し
か
し
、
「
ジ
ュ
フ
ェ
ル
ン
法
案
」
の
廃
案
化
の
決
定
（
一
八
一
九
年
）
に
よ

っ
て
、
教
員
資
格
制
度
の
二
兀
化
の
課
題
は
、
二
十
年
代
に
も
ち
こ
さ
れ
る
。

こ
の
課
題
を
文
部
省
（
く
｛
巳
9
①
H
ぎ
旨
｛
胃
σ
q
臥
巳
｛
O
訂
P
昌
試
己
O
牢
ω
旨
｛

く
乱
匡
富
H
＞
品
①
H
晶
竃
訂
｛
け
）
内
部
に
お
い
て
直
接
ひ
き
つ
ぐ
の
は
、
初
等
教

育
、
教
員
養
成
担
当
参
事
官
、
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
（
■
己
O
‡
寂
O
斤
乱
◎
串
）
で
あ

る
。
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

二

　
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
は
、
　
一
七
七
八
年
、
　
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
（
串
彗
昌
く
實
）
で
生
ま

れ
、
イ
ェ
ナ
大
学
で
神
学
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
で
医
学
の
学
位
を
そ
れ
ぞ
れ
修

め
て
い
る
。
そ
の
後
、
ヘ
ッ
セ
ン
（
｝
①
留
昌
）
お
よ
び
ベ
ル
ン
ブ
ル
ク
（
巾
①
昌
－

ざ
お
）
に
お
い
て
、
各
領
邦
の
皇
太
子
の
家
庭
教
師
を
つ
と
め
た
後
、
　
一
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

一
年
、
四
十
三
歳
で
プ
ロ
イ
セ
ン
文
部
省
に
招
聴
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
本
小
論
で

あ
つ
か
う
、
　
「
訓
令
」
　
の
起
草
者
で
あ
り
、
　
文
部
大
巨
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（
内
・
≧
訂
冨
置
目
）
の
も
と
で
、
　
教
員
養
成
の
実
質
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。
次

に
、
「
訓
令
」
の
発
令
に
至
る
遇
程
を
、
彼
の
活
動
を
中
心
に
み
て
お
き
た
い
。

　
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
ー
ベ
ッ
ケ
ド
ル
の
指
導
の
下
で
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

初
等
教
員
に
関
す
る
諸
施
策
に
お
い
て
、
教
員
資
格
に
関
す
る
明
確
な
法
的
規
制

を
実
現
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
最
初
か
ら
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
含
ま
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ジ
ュ
フ
ェ
ル
ン
法
案
」
以
来
の
、
さ
ら
に

は
、
十
八
世
紀
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
当
面
の
行
政
的

課
題
は
資
格
制
度
そ
れ
自
体
の
整
備
に
不
可
欠
の
、
養
成
シ
ス
テ
ム
ー
レ
ー
ラ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ー
の
創
設
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　
「
訓
令
」
公
布
の
直
接
的
誘
因
は
、
し
た
が
っ
て
中
央
当
局
内
部
に
は
厳
密
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

意
味
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
（
峯
．
N
ぎ
－

旨
昌
冒
彗
■
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
地
方
学
務
当
局
に
よ
っ
て
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
も
と
に
提
出
さ
れ
た
「
教
員
任
用
に
関
す
る
上
申
書
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
上
串
書
」
の
内
容
は
、
主
に
、
教
員
の
任
用
を
め
ぐ
る
地
方
に
お
け
る
係

争
問
題
、
具
体
的
に
は
、
レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
に
対
す
る
学
校
設
置

者
お
よ
び
聖
職
者
層
の
忌
避
的
態
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教

員
任
用
権
の
実
質
的
な
担
い
手
で
あ
る
、
学
校
理
事
会
（
ω
o
ぎ
岸
o
H
晶
庄
冒
）
お

よ
び
、
そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
教
区
牧
師
（
○
募
①
q
9
邑
庁
訂
）
が
、
空

席
と
な
っ
た
教
師
の
ポ
ス
ト
に
、
レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
を
充
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
と
に
消
極
的
態
度
を
示
す
と
い
う
事
態
が
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
上
申
書
」
の
見
解
に
み
ら
れ
る
立
場
は
、
主
と
し
て
次
の
二
つ
に
要
約
で
き

る
。
第
一
は
、
地
方
行
政
担
当
者
お
よ
び
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
に
み
ら
れ
る
見
解
で

あ
っ
て
、
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
係
争
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
速
や
か
に
、
レ
ー

ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
優
先
採
用
を
規
定
し
た
法
的
措
置
を
と
る
こ
と
を

請
願
す
る
。
第
二
の
立
場
は
、
従
来
、
教
師
の
養
成
を
私
的
に
担
っ
て
き
た
聖
職

者
、
現
職
教
師
、
お
よ
び
学
校
設
置
権
の
実
質
的
保
有
者
で
あ
る
地
方
領
主
層
に

主
と
し
て
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
国
立
の
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
よ
る
教
員

養
成
の
独
占
は
、
と
り
わ
け
、
教
会
の
既
旦
寸
権
と
し
て
の
教
員
養
成
権
の
侵
害
で

あ
っ
て
、
任
用
の
際
に
、
レ
ー
ラ
i
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
を
忌
避
し
、
他
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

当
な
人
物
を
選
択
す
る
こ
と
は
学
校
設
置
者
の
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
。

　
以
上
要
約
し
た
教
員
任
用
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
一
方
で
、
教
育
行
政
を
め
ぐ
る

新
旧
二
つ
の
立
場
の
対
立
で
あ
っ
た
。
同
時
に
ま
た
、
こ
の
対
立
は
、
十
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

初
頭
に
、
急
速
な
学
校
数
の
増
加
を
み
る
レ
ー
ラ
ー
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
、
そ
の
卒

業
生
の
処
遇
に
不
可
欠
の
任
用
行
政
の
法
的
基
盤
の
未
整
備
と
い
う
、
政
策
上
の

破
行
的
実
態
の
あ
き
ら
か
な
反
映
で
あ
っ
た
。

　
「
上
申
書
」
の
件
数
を
み
る
と
、
一
八
三
二
年
、
八
件
、
二
四
年
、
十
三
件
、

二
五
年
、
一
八
件
、
そ
し
て
一
八
二
六
年
度
に
は
、
上
半
期
だ
け
で
実
に
十
七
件

　
　
　
　
　
　
（
鮒
）

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
八
二
六
年
三
月
、
ア
ル
テ



27

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
、
文
部
大
臣
訓
令
の
形
で
こ
の
事
態
に
一
定
の
解
決
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

を
と
る
べ
く
進
言
し
、
自
ら
、
訓
令
草
案
の
検
討
に
は
い
っ
て
い
る
。

　
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
は
、
そ
の
後
、
ボ
ツ
ダ
ム
他
数
校
の
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

の
視
察
を
行
な
い
、
視
察
報
告
書
と
と
も
に
、
訓
令
草
案
の
骨
子
に
つ
い
て
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
　
訓
令
公
布
の
目
的
を
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
に
、
教
員
任
用
上

　
　
の
優
先
権
を
保
障
し
、
任
用
行
政
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
に
お
く
。

　
②
し
か
し
、
現
時
点
に
お
け
る
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
は
、
年
間
、

　
　
七
五
〇
名
と
算
定
さ
れ
、
新
規
の
教
員
需
要
に
お
よ
ば
な
い
。
こ
の
た
め
、

　
　
当
面
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
以
外
の
養
成
形
態
も
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
③
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
以
外
で
の
養
成
を
認
め
る
場
合
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
の
管
理

　
　
す
る
資
格
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
④
教
員
の
任
用
に
際
し
て
は
、
一
定
の
期
間
仮
採
用
の
方
策
を
と
る
こ
と
。

　
⑤
　
従
来
、
各
ゼ
ミ
ナ
i
ル
じ
と
に
学
校
規
定
（
ω
o
ぎ
H
◎
庄
昌
品
）
と
し
て

　
　
整
備
さ
れ
て
き
た
卒
業
試
験
規
定
に
、
一
定
の
大
枠
を
設
定
し
、
統
一
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
方
向
を
め
ざ
す
こ
と
。

　
以
上
、
五
点
が
、
草
案
の
骨
子
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
む
か
ぎ
り
、
主
と
し
て
、

地
方
行
政
担
当
者
お
よ
び
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
の
立
場
に
ほ
ぼ
合
致
し
て
お
り
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

然
旧
勢
力
か
ら
の
反
発
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
は
、

上
記
五
点
の
骨
子
に
次
の
よ
う
な
付
帯
意
見
を
添
付
し
て
い
る
。

　
①
　
本
訓
令
は
、
あ
く
ま
で
も
学
校
設
置
者
の
教
員
任
免
権
を
侵
害
す
る
も
の

　
　
で
は
な
く
、
単
に
、
効
果
的
か
つ
適
正
な
任
免
権
の
行
使
を
も
と
め
る
も
の

　
　
で
あ
る
。

　
②
　
レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
i
ル
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
規
定
を
設

プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

　
　
け
ず
、
地
方
の
実
情
に
あ
っ
た
個
別
的
運
営
を
継
続
す
る
。

　
⑧
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
校
長
（
良
冨
牢
冒
）
に
は
、
可
能
な
限
り
聖
職
者
を
あ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
に
、
よ
り
厳
格
な
規
律
を
確
立
す
る
。

　
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
の
付
帯
意
見
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
中

央
当
局
の
苦
悩
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
公
教
育
の
国
家
主
導
性
を
確
立
す
る
上
で

不
可
欠
の
任
用
行
政
の
二
兀
化
は
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
u
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
体
制

の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
き
わ
め
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革

（
1
1
近
代
化
）
を
遂
行
す
る
上
で
の
旧
勢
力
の
反
対
を
い
か
に
か
わ
し
て
い
く
か
、

そ
こ
に
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
の
苦
心
の
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
付
帯
意
見

と
い
う
形
で
、
旧
勢
力
の
既
旦
寸
径
の
承
認
と
、
新
た
な
教
員
資
格
制
度
へ
の
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

を
求
め
つ
つ
、
そ
の
支
持
を
と
り
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

三

　
「
訓
令
」
は
、
一
八
二
六
年
六
月
一
日
付
で
各
州
長
官
を
通
じ
て
州
学
務
局

（
軍
◎
ま
竃
邑
あ
o
ぎ
岸
o
－
①
σ
q
～
旨
）
お
よ
び
さ
ら
に
地
方
学
務
当
局
へ
向
け
て

　
　
　
　
（
2
7
）

発
令
さ
れ
た
。

　
次
に
、
「
訓
令
」
全
文
の
訳
を
掲
げ
て
お
く
。
な
お
使
用
し
た
法
令
原
文
は
、

　
①
　
コ
ブ
レ
ン
ツ
国
立
文
書
館
（
卑
§
冨
胃
o
巨
く
内
◎
雪
①
冨
）
所
蔵
の
学
校
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
係
史
料
に
含
ま
れ
る
原
史
料
（
串
彗
宗
o
手
岸
）

　
②
　
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
編
『
プ
ロ
イ
セ
ン
国
民
学
校
制
度
年
報
（
定
串
事
亭
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
宇
ω
肩
彗
寄
ω
臣
彗
く
◎
岸
窒
o
ぎ
〒
オ
8
①
寡
）
』
所
収
の
法
令
原
文
。

　
⑧
　
ク
ー
ザ
ン
著
『
『
プ
ロ
イ
セ
ン
教
育
視
察
報
告
（
寄
署
◎
ヰ
ω
員
－
”
耐
§

　
　
宗
一
、
一
冨
叶
昌
o
弐
；
君
雪
旦
毒
①
■
甲
畠
ω
①
・
）
』
（
ド
イ
ツ
語
版
）
所
収
の
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

　
　
　
（
3
0
）

法
令
原
文
。

（
こ
れ
ら
三
種
の
史
料
の
う
ち
最
も
信
頼
し
う
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
①

の
原
史
料
で
あ
る
。
た
だ
し
若
干
読
み
取
り
不
可
能
な
箇
所
（
破
損
等
）
が
あ
り

②
お
よ
び
⑧
で
補
っ
た
。
ク
ー
ザ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
に
は
若
干
の
誤
値
が
あ
る
。
）

第
一
訓
令

　
第
一
条
政
庁
（
内
α
己
①
q
－
．
家
σ
q
｛
①
昌
品
）
の
監
督
下
に
あ
る
学
校
の
教
員

の
任
用
に
際
し
て
は
、
今
後
、
　
ハ
ウ
プ
ト
ー
ー
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
｝
彗
官
い
o
o
①
旨
†

冨
『
）
を
卒
業
し
か
つ
任
用
資
格
証
明
書
（
N
彗
習
畠
｛
胃
＞
富
邑
－
昌
①
q
ω
－

歓
臣
α
q
訂
5
を
有
す
る
ゼ
ミ
ナ
リ
ス
テ
ン
（
ω
①
ま
暮
ま
↓
彗
）
を
優
先
的
に
考

慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
上
記
有
資
格
者
の
存
在
が
確
認
さ
れ
う
る
限
り
、
他
の

方
法
で
教
職
へ
の
準
備
を
な
し
た
者
の
任
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
第
二
条
前
条
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
ゲ
マ
ィ
ン
デ
が
有
す
る
教
員
選
択

権
な
い
し
推
薦
権
（
オ
苧
τ
巳
害
串
箒
①
算
邑
◎
目
ω
H
雰
o
軍
）
に
も
適
用
さ

れ
る
。

　
第
三
条
　
教
職
の
授
与
権
を
有
す
る
私
人
（
軍
｛
毒
↑
潟
易
昌
彗
）
に
対
し

て
も
ゼ
ミ
ナ
リ
ス
ン
テ
の
優
先
採
用
が
勧
告
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
能
力
を

証
明
す
る
任
用
資
格
証
明
書
を
有
す
る
者
を
考
慮
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
と

す
る
。

　
第
四
条
　
任
用
資
格
の
根
拠
と
な
る
資
格
試
験
証
明
書
（
串
艮
昌
①
q
甲
塞
品
－

己
ω
）
は
、
　
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
－
ハ
ウ
プ
ト
ー
－
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
校
長

（
艮
8
ぎ
冒
）
お
よ
び
教
師
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
か
つ
、
州
視
学
官
（
串
◎
－

ま
冨
邑
…
ω
争
巳
冨
け
）
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
五
条
　
資
格
試
験
は
、
ハ
ウ
プ
ト
H
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
就
学
せ
ざ
る
者
に
対

し
て
任
用
資
格
証
明
書
を
授
与
す
る
た
め
に
、
試
験
期
日
、
方
法
等
を
公
開
し
、

か
つ
官
報
に
。
告
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
尚
、
本
条
の
規
定
は
、
本
訓
令
第
十

条
に
準
拠
す
る
。

　
第
六
条
　
ハ
ウ
プ
ト
…
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
就
学
せ
ざ
る
者
で
資
格
試
験
の
受
験

を
希
望
す
る
者
は
、
州
政
庁
に
対
し
、
下
記
の
も
の
を
送
付
す
る
こ
と
。

　
a
　
健
康
証
明
書
　
い
　
自
筆
履
歴
書

　
C
　
教
育
歴
　
と
り
わ
け
、
教
職
準
備
の
た
め
に
受
け
た
教
育
歴
に
関
す
る

　
　
　
証
明
書

　
d
　
当
該
地
方
官
庁
お
よ
び
説
教
師
の
証
明
せ
る
、
品
行
お
よ
び
道
徳
的
・

　
　
　
宗
教
的
特
性
に
関
す
る
意
見
書

　
第
七
条
　
州
政
庁
は
、
前
条
の
申
し
立
て
お
よ
び
証
明
書
を
厳
格
に
検
討
し
、

か
つ
必
要
な
場
合
に
は
、
上
記
に
関
す
る
十
分
な
る
調
査
を
行
い
、
志
願
者
の

身
体
的
お
よ
び
道
徳
的
い
宗
教
的
特
性
を
把
握
し
た
の
ち
、
当
該
の
ハ
ウ
プ
ト

…
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
試
験
の
実
施
を
命
ず
る
こ
と
。

　
第
八
条
　
前
条
に
示
す
試
験
に
合
格
し
た
者
お
よ
び
任
用
資
格
を
有
す
る
者

の
任
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
一
年
、
二
年
な
い
し
三
年
の
仮
採
用
期
間

が
設
け
ら
れ
る
。
本
期
間
の
決
定
は
資
格
試
験
の
成
績
に
依
り
、
そ
の
満
了
時

を
ま
っ
て
本
採
用
と
す
る
。
そ
の
際
、
当
該
人
物
の
監
督
者
で
あ
る
聖
職
者
お

よ
び
学
校
監
督
（
ω
O
ざ
｝
冨
肩
牢
9
）
は
、
そ
の
者
の
職
務
上
の
能
力
を
証
明

す
る
証
明
書
を
送
付
す
る
こ
と
。
州
政
庁
は
、
こ
の
願
い
出
に
よ
り
、
第
二
次

試
験
の
可
否
を
検
討
し
、
決
定
す
る
。

　
第
九
条
　
任
用
資
格
を
有
す
る
教
職
志
願
者
（
ω
o
ぎ
ポ
旨
誌
釘
己
己
津
彗
）

の
う
ち
、
当
面
、
教
職
に
従
し
え
な
い
者
は
、
州
政
庁
に
対
し
、
自
ら
の
滞
在
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地
を
報
告
し
、
か
つ
当
該
地
域
の
地
方
監
督
お
よ
び
学
校
監
督
の
監
督
下
に
お

か
れ
る
も
の
と
す
る
。
上
記
監
督
者
は
当
該
人
物
の
継
続
教
育
（
司
◎
H
亭
干

｛
旨
胴
）
お
よ
び
品
行
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
。

　
第
十
条
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
放
校
処
分
を
受
け
た
者
お
よ
び
卒
業
証
明

書
の
交
付
を
受
け
ず
に
退
学
し
た
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
資
格
試
験
の
受

験
資
格
を
失
う
も
の
と
す
る
。

第
二
訓
令

　
第
一
条
従
来
、
多
く
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
卒
業
試

験
は
、
今
後
、
王
国
内
の
す
べ
て
の
ハ
ウ
プ
ト
…
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
、
最

終
学
期
終
了
の
直
前
に
正
式
の
卒
業
試
験
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。

　
第
二
条
前
条
の
試
験
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
教
授
せ
る
す
べ
て
の
教

科
に
っ
い
て
実
施
さ
れ
、
す
べ
て
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
員
が
こ
れ
に
関
与
す
る
。

ま
た
、
同
試
験
の
実
施
に
お
い
て
は
、
州
学
務
局
（
串
◎
壬
冨
邑
－
ω
o
巨
H
－

O
◎
一
H
晶
｛
◎
）
よ
り
若
干
名
の
立
ち
会
い
人
が
派
遣
さ
れ
、
当
該
地
域
担
当
の
視

学
官
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
尚
、
地
方
監
督
、
主
任
司
祭
お
よ
び
そ
の
他
聖

職
者
の
参
観
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
第
三
条
　
同
試
験
は
、
卒
業
生
が
在
学
中
に
習
得
し
た
教
授
能
力
に
つ
い
て

も
、
短
時
問
の
試
験
授
業
（
軍
◎
げ
①
H
①
ま
昌
）
を
も
っ
て
考
査
さ
れ
る
。

　
第
四
条
　
卒
業
証
明
書
の
授
与
は
、
同
試
験
の
結
果
、
お
よ
び
主
と
し
て
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
の
校
長
な
ら
び
に
全
教
員
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
十
分
考
慮
さ
れ

た
信
頼
す
る
に
足
る
報
告
に
基
づ
い
て
、
校
長
な
ら
び
に
全
教
員
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
る
。
卒
業
証
明
書
は
、
州
学
務
当
局
の
承
認
を
経
る
も
の
と
す
る
。

プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

　
第
五
条
　
卒
業
証
明
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
に
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
全
教
授
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
諸
教
科
に

関
す
る
知
識
お
よ
び
、
そ
の
教
授
能
力
が
一
定
の
評
価
規
準
に
従
っ
て
明
記
さ

れ
る
。
第
二
に
、
道
徳
的
資
質
、
品
行
、
性
格
、
お
よ
び
卒
業
生
の
将
来
の
活

動
に
対
す
る
期
待
が
正
確
に
記
載
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
上
記
の
個
別
的
評
価
か

ら
、
教
員
と
し
て
の
資
質
、
能
力
に
関
す
る
全
体
的
評
価
が
、

「
優
（
く
◎
冒
轟
H
庁
｝
）
」
　
「
良
（
Ω
巨
）
」

「
可
（
Ω
彗
屠
彗
｛
）
」
ま
た
は
、
1
、
■
、
皿

に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
。

　
第
六
条
　
卒
業
証
明
書
の
授
与
は
、
卒
業
生
に
対
し
、
さ
し
あ
た
り
三
年
間

の
任
用
資
格
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
　
本
期
間
の
満
了
後
、
　
第
二
次
試
験

（
き
g
冒
讐
σ
q
①
軍
臣
暮
σ
q
）
を
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
行
な
う
。
た
だ
し
、

卒
業
試
験
に
お
い
て
「
優
」
ま
た
は
1
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
卒
業
後

三
年
以
内
に
公
立
学
校
教
員
に
採
用
さ
れ
た
者
に
限
り
、
第
二
次
試
験
を
免
除

す
る
も
の
と
す
る
。
他
の
者
は
仮
採
用
と
す
る
。

　
第
七
条
第
二
次
試
験
は
、
卒
業
試
験
と
同
じ
く
、
当
該
の
州
視
学
宮
の
臨

席
お
よ
び
指
導
の
下
で
、
定
め
ら
れ
た
日
時
に
ゼ
ミ
ナ
i
ル
に
お
い
て
行
な
う
。

　
第
八
条
　
卒
業
試
験
が
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
課
程
の
習
得
の
程
度
を
考

査
す
る
の
に
対
し
、
第
二
次
試
験
は
、
か
っ
て
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
課
程
と
の
直

接
的
関
連
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
本
試
験
は
、
受
験
者
が
有
す
る
知
識
の
一

般
的
程
度
お
よ
び
教
職
に
適
合
す
る
資
質
の
有
無
、
と
り
わ
け
実
践
的
力
量
等

が
考
査
さ
れ
る
。

　
第
九
条
　
第
二
次
試
験
の
成
績
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
が
作
成
さ
れ
、
卒
業

証
明
書
に
添
付
さ
れ
る
。
本
証
明
書
に
は
、
当
該
人
物
の
現
在
の
資
質
が
詳
細
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

に
記
載
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
条
　
第
二
次
試
験
は
、
ハ
ウ
プ
ト
H
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
就
学
せ
ざ
る
教
職

志
願
者
に
対
し
て
も
同
様
に
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
受
験
者
は
、
そ
の
知
的

能
力
お
よ
び
実
践
的
能
力
に
関
す
る
詳
細
な
る
証
明
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

　
第
十
一
条
　
知
的
お
よ
び
職
業
的
技
量
に
何
ら
の
進
歩
が
み
ら
れ
ず
、
か
っ

明
ら
か
に
劣
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
教
員
は
、
長
期
な
い
し
短
期
に
わ
た

っ
て
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
召
還
さ
れ
、
教
授
法
履
習
課
程
（
冒
⑦
庄
3
◎
H
◎
α
q
一
8
訂

ぎ
富
富
）
へ
の
参
加
お
よ
び
各
教
科
の
再
履
習
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

　
第
十
二
条
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
を
完
全
な
ら
し
む
る

た
め
に
、
毎
年
休
暇
中
に
州
内
の
農
村
学
校
の
調
査
旅
行
を
行
な
い
、
調
査
結

果
を
州
政
庁
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
は
、
前

項
に
該
当
す
る
教
員
を
指
名
し
、
召
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
調
査
に
要

す
る
経
費
は
、
州
の
初
等
教
育
財
政
よ
り
支
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
三
条
　
前
条
に
該
当
す
る
調
査
が
他
州
に
及
ぶ
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
休
暇
時
期
は
各
州
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
ゼ
ミ
ナ
i
ル
間
の
交
流
を
よ
り
効
果
的
か
つ
円
滑
に
行
な
う
よ
う
、
各

州
学
務
局
間
の
交
流
を
期
待
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
大
臣
　
署
名

　
「
訓
令
」
は
、
右
に
訳
出
し
た
ご
と
く
、
二
種
の
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
若
干
異
な

る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
を
同
時
に
公
布
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
あ
え
て
そ

れ
ら
を
、
内
容
に
即
し
て
性
格
づ
け
を
お
こ
な
う
と
す
れ
ば
、
第
－
訓
令
は
、
教

員
任
用
制
度
の
原
則
を
定
め
た
、
い
わ
ぱ
包
括
的
規
定
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
一

方
、
第
■
訓
令
は
、
教
員
資
格
取
得
の
方
法
　
　
資
格
試
験
実
施
規
定
　
　
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

め
た
運
用
に
関
す
る
規
定
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
下
、
「
訓
令
」
の
内
容
を
、
教
員
資
格
制
度
の
性
格
を
規
定
す
る
い
く
つ
か

の
要
因
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
①
　
教
員
資
格
の
付
与
権
者

　
資
格
付
与
権
者
に
つ
い
て
は
第
－
訓
令
第
四
条
（
以
下
、
I
l
四
と
し
て
略
記

す
る
）
に
明
確
に
示
さ
れ
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
の
発
行
す
る
証
明
書
を
州
学
務
局

が
認
定
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
の
権

限
が
、
単
に
、
養
成
機
関
の
長
と
し
て
の
実
質
を
越
え
て
、
大
き
な
行
政
的
権
能

を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
教
員
資
格
の
付
与
権
者
が
、
公
的
権
威

1
1
州
当
局
で
あ
る
こ
と
は
、
資
格
そ
れ
自
体
の
公
共
的
性
格
を
確
定
す
る
意
義
を

有
す
る
。
と
同
時
に
、
公
的
権
威
の
実
質
が
州
当
局
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
教

員
資
格
の
効
力
が
か
な
ら
ず
し
も
全
国
的
に
通
用
す
る
国
家
資
格
と
し
て
認
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。

　
②
　
資
格
付
与
の
形
態

　
「
訓
令
」
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
優
先
採
用
を
原
則
と
し
て
強
制
し
、
直

接
養
成
方
式
に
も
と
づ
く
資
格
制
度
を
形
成
す
る
。
　
（
1
－
一
、
二
、
三
）
I
l

五
に
示
さ
れ
た
、
検
定
試
験
の
実
施
も
、
1
－
一
後
半
部
分
に
よ
っ
て
、
そ
の
補

充
的
性
格
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
「
訓
令
」
の
最
も
重
要
か
つ
特
徴
的
な
条
項
は

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
3
一
　
　
　
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
卒
業
試
験
が
即
、

資
格
試
験
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
（
■
1
六
）
は
、
直
接
養
成
方
式
の

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

よ
り
厳
密
な
採
用
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
⑧
　
教
員
資
格
の
効
力

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
資
格
の
空
間
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
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州
（
串
◎
ま
冨
）
に
限
定
さ
れ
た
地
方
資
格
と
み
な
さ
れ
る
。
「
訓
令
」
原
文
に
は
、

こ
の
点
に
直
接
触
れ
た
箇
所
は
な
い
が
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
生
の
杜
会
的
1
1
空
間
的
な

広
が
り
、
お
よ
び
就
職
先
の
実
態
を
勘
案
し
て
も
、
こ
の
時
点
で
国
家
資
格
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て
流
通
す
る
必
要
性
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
重
要

な
点
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
教
育
内
容
が
、
個
々
の
学
校
に
任
意
に
構
成
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
た
め
に
、
全
国
に
流
通
可
能
な
資
格
の
成
立
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　
④
　
第
二
次
試
験

　
「
訓
令
」
の
特
徴
と
し
て
重
要
な
点
に
、
第
二
次
試
験
の
導
入
、
し
た
が
っ
て
、

教
員
試
補
制
度
の
採
用
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
（
1
卜
八
、
■
1
六
）
こ
の
規
定
は
、

「
訓
令
」
公
布
の
前
年
（
一
八
二
五
年
）
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
通
告
さ
れ
た
「
通
達
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

を
よ
り
厳
密
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
五
年
「
通
達
」
に
お
い
て
は
、
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
卒
業
生
に
対
し
、
就
職
後
三
年
間
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ヘ
の
職
務
報
告
義
務
を

課
す
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
か
ら
の
適
切
な
指
導

を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
「
訓
令
」
は
、
明

確
に
試
補
制
度
の
導
入
を
明
記
し
て
い
る
。
成
績
優
秀
者
に
対
す
る
一
．
定
の
免
除

規
定
は
あ
る
も
の
の
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
最
初
の
規
定
と
し
て
、
さ
ら
に
、

ド
イ
ツ
的
教
師
養
成
の
原
型
と
し
て
、
本
規
定
の
も
つ
史
的
意
義
は
大
き
い
と
い

え
よ
う
。

　
⑤
教
員
養
成
の
内
容

　
「
訓
令
」
は
、
教
員
養
成
の
内
容
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
育
方
法
等
）
に
つ
い

て
何
ら
具
体
的
規
定
を
明
示
し
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
卒
業
試
験
規
定
と
し
て
、

評
価
の
方
法
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
（
■
－
五
）
こ
の
こ
と
は
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
個
々
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
教
員
養
成
実
践
が
、
個
別
の
「
学
校
規
定

（
ω
庄
己
O
巳
旨
品
）
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
「
訓
令
」
も
ま
た
こ
の
事
実
を

プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

追
認
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
訓
令
」
は
教
員
任
用
行
政
の
法
的
基
盤
を
確
立

し
、
そ
の
合
理
的
運
用
を
可
能
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
教
員
資
格
の
内
実
（
資

質
、
能
力
等
）
に
お
け
る
統
一
性
は
保
持
し
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
総
体
と
し

て
、
近
代
的
性
格
を
強
く
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
訓
令
」

の
も
つ
近
代
性
は
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
も
つ
理
念
と
し
て
の
「
近
代
化
」
政
策

と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
の
意
図
は
、
草
案
起
草

過
程
に
表
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
教
員
任
用
の
際
の
「
憤
行
」
の
廃
棄
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
慣
行
」
と
の
対
決
を
避
け
、
教
員
の
リ
ク
ル
ー

ト
母
体
そ
の
も
の
を
確
実
に
掌
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

苦
心
の
あ
と
を
み
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
き
わ
め
て
現
実
主
義
的
対
応
は
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
高
い
実
効
性
を
予
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、

事
例
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
「
訓
令
」
の
内
容
か
ら
み
て
、
そ
の
実
効
性
如
何
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
新
た

に
任
用
さ
れ
た
教
員
の
総
数
に
対
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
比
率
を
集
計
す
る

こ
と
で
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
か
な
り
広
範
囲
の

地
域
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
一
定
の
期
間
、
と
り
わ
け
「
訓
令
」
公
布
以
前
と
以

後
の
比
較
を
含
む
長
期
に
わ
た
る
統
計
的
処
理
が
必
要
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
、

そ
の
よ
う
な
全
国
的
史
料
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
先
行
研
究
も
と
ぼ
し
い
の
が
現
状

　
　
（
3
9
）

で
あ
る
。
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＜表I＞

1．　Koblenz

現職教員総数に占めるゼミナール

卒業生の比率　一年代別推移一

圏ゼ1ナー碑業生

プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

4名

26名

953名

1823年

1831年

1835年

2．Trier

名

38名

776名

1823年

183ユ年

1835年

3，　Kleve

73名1825年

512名1835年

　
し
た
が
っ
て
、
小
論
で
は
、
限
定
さ
れ
た
地
方
史
料
を
整
理
分
析
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
一
定
の
傾
向
を
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、

入
手
し
え
た
原
史
料
を
べ
ー
ス
に
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
（
内
◎
雪
①
冨
）
、
ト
ゥ
リ
ア
ー

（
↓
ユ
串
）
、
ク
レ
ー
ヴ
ェ
（
昌
①
き
）
の
、
ラ
イ
ン
州
（
肉
訂
庄
串
◎
i
冨
）
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

三
地
域
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
全
教
員
数
に
占
め
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
比
率
を
「
訓
令
」
公
布
の

前
後
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
　
（
表
－
参
照
）

　
コ
ブ
レ
ン
ツ
県
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
二
年
の
総
数
に
占
め
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒

業
生
の
比
率
は
一
一
。
七
％
（
実
数
一
〇
四
名
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
訓
令
」

発
令
後
の
三
一
年
に
は
四
四
・
四
％
（
同
、
四
一
一
名
）
、
三
五
年
、
　
五
二
・
六

％
（
同
、
五
〇
一
名
）
へ
と
急
激
な
上
昇
を
み
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
年
平
均
三
、

四
％
の
増
加
、
実
数
で
ほ
ぼ
三
三
名
の
増
加
を
意
味
す
る
。
一
九
世
紀
前
半
の
ラ

イ
ン
州
内
の
各
地
域
に
お
け
る
教
員
の
新
規
採
用
数
は
、
ツ
ィ
ム
マ
ー
マ
ン
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

れ
ば
、
ほ
ぼ
四
〇
人
程
度
と
算
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
コ
ブ

レ
ン
ツ
に
お
い
て
は
、
新
規
採
用
者
総
数
に
占
め
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
比
率

は
、
ほ
ぼ
八
○
％
に
の
ぼ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
事
実
、
二
九
年
に
お
け
る
新

規
採
用
教
員
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
四
八
名
中
、
三
九
名
（
八
一
、
三
％
）
の
ゼ
ミ
ナ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ル
卒
業
生
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
の
傾
向
は
、
ト
ゥ
リ
ア
ー
県
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
地
域
の
年

平
均
上
昇
率
は
、
四
・
○
％
と
算
定
さ
れ
、
実
数
三
二
名
程
度
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
、
新
規
採
用
者
数
に
占
め
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
比
率
は
、
ほ
ぼ
毎
年
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

％
前
後
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
次
に
、
や
や
角
度
を
か
え
て
、
資
格
取
得
形
態
を
、
教
員
の
世
代
別
に
み
て
お

こ
う
。
表
■
は
、
現
職
教
員
を
世
代
別
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
層
に
お
け
る

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の
占
め
る
比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ブ
レ
ン
ツ
に
つ

い
て
み
る
と
、
二
三
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
各
年
齢
層
と
も
き
わ
め
て
高
い
上

昇
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
推
移
は
、
表
1
と
の
関
係
で
み
る
と
、

当
然
の
結
果
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
変
化
は
各
年
齢
層
に

均
質
に
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
二
〇
歳
台
の
占
有
率
の
上
昇

が
、
五
五
・
七
％
、
一
九
二
名
と
他
の
年
齢
層
に
比
し
て
圧
倒
的
な
数
値
を
示
し

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
新
規
採
用
者
に
、

二
〇
歳
代
前
半
の
若
年
層
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
訓

令
」
の
順
守
に
よ
っ
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
　
　
そ
の
大
部
分
は
二
〇
歳
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

で
あ
る
　
　
の
大
量
の
流
入
が
生
じ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
傾
向
は
ト
ゥ
リ
ァ
i
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
ま
た
、
ラ
・
ヴ
ォ
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＜表1皿＞ 現職教員の世代別にみたゼミナール

卒業生の比率の推移

不明）1823年

　　　ユ835匂三

55名

43名

1．　Kob1enz

300
1835｛ト 1835外 ユ835匂三43名
301

1823i卜

281 脳
254

1固3年 1823年1835勾

200 216 209
221

154

1劣11 1823外

100 123

52． 1835年
62 1製 ：殊 6．2

56
25．

6．5 94
、7

1細1
2
1

0
．
θ

狗
窃 24．4

13 ・：：：挙

人
（20～29） （30～39） （40～49） （50～ ）

年齢

2．　Trier

不明）1823咋　78羊1

　　　1831年61名

　
％

ド
　
　
2
6

蘭
研
　
一
一

s
l
 1831 '* ~ 

158 

鵬
㎝
留
一

年

鵬
醐
　
　
9
・
θ
一

醐
吻

㎜

206

年

刎

206

耕1

37

003

200

001

（50～　）（40｝49〕（30～39）（20－29〕
人

㈱

ー
パ
（
■
陣
＜
◎
肩
）
の
独
自
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
一
八
四
九
年
、
ボ
ツ
ダ
ム
県

に
お
い
て
、
一
五
七
八
名
の
現
職
教
員
の
う
ち
八
九
五
名
、
五
七
％
が
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
卒
業
生
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
二
〇
歳
台
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

員
に
つ
い
て
は
、
実
に
九
七
％
の
占
有
率
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
訓
令
」
が
め
ざ
し
た
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
に
よ
る
教
職
の

独
占
と
い
う
課
題
は
、
若
干
の
地
域
に
つ
い
て
の
調
査
で
み
る
限
り
、
ほ
ぼ
所
期

の
目
的
を
達
成
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
八
二
〇
年
代
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
、
教
員
の
任
用
権
の
実
質
的
行
使
者
が

何
で
あ
っ
た
か
は
、
一
義
的
に
答
え
う
る
よ
う
な
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
純
粋

に
制
度
的
レ
ウ
ェ
ル
に
っ
い
て
い
え
ば
、
最
下
級
の
行
政
当
局
　
　
村
落
学
校
理

事
会
お
よ
び
都
市
学
校
委
員
会
　
　
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
定
し
う
る
が
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

行
政
当
局
の
性
格
が
地
域
的
特
殊
性
を
常
に
反
映
し
て
、
決
し
て
二
兀
的
性
格
の

も
の
と
し
て
把
擦
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ゼ
レ
ッ
ク
が
い
う
よ

う
に
、
学
校
行
政
は
、
「
末
だ
国
家
の
行
政
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

領
主
権
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

　
「
訓
令
」
は
、
実
質
的
に
は
未
だ
領
主
権
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
教
員
任
用
権
に

ば
手
を
触
れ
ず
、
任
用
資
格
に
一
定
の
国
家
的
規
準
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
小
論
で
は
、
一
八
二
六
年
六
月
一
日
付
文
部
大
臣
訓
令
の
内
容
の
紹
介

を
中
心
に
、
そ
の
起
草
過
程
、
お
よ
び
実
効
性
の
実
態
を
、
で
き
う
る
限
り
、
事

実
に
即
し
て
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
史
的
事
実
を
ふ
ま
え
た

上
で
、
「
訓
令
」
の
歴
史
的
意
味
を
、
　
主
と
し
て
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
初
等
教

員
史
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
前
に
、
考
察
の

前
提
的
条
件
と
し
て
重
要
な
、
　
「
訓
令
」
が
公
布
さ
れ
た
、
一
八
二
〇
年
代
に
関

す
る
歴
史
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
。
こ
の
こ
と
は
、
小
論
で
も
た
び
た
び
触
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ル
メ
ル
ツ

き
た
が
、
要
す
る
に
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
改
革
以
後
三
月
前
期
に
至
る
時
期
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
十
分
な
検
討
を
必
要
と

す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
仮
説
的
に
提
示
し
う
る
と
す
れ
ぱ
、
「
ジ
ュ
ブ
ェ
ル
ン
法

案
」
挫
折
後
の
教
育
状
況
を
、
「
空
白
の
二
十
年
」
と
と
ら
え
、
教
育
政
策
の
反
動

化
を
も
っ
て
評
価
す
る
こ
と
は
事
実
関
係
を
追
う
上
で
十
分
な
観
点
と
は
い
え
な

い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
改
革
の
継
承
、
展

開
と
み
る
把
握
の
し
方
に
、
一
定
の
成
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

な
わ
ち
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
改
革
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
「
理
念
と
し
て
の
近
代
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

が
プ
ロ
イ
セ
ン
固
有
の
社
会
状
況
と
の
葛
藤
の
中
で
徐
々
に
解
体
さ
れ
、
同
時
に

適
合
す
る
過
程
を
二
〇
年
代
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
「
訓
令
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
過
程
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
プ
ロ
イ
セ
ン
型
近
代
杜
会
形
成
の

教
育
史
に
お
け
る
一
つ
の
表
現
形
態
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
「
訓
令
」
の
ト
ー
タ
ル
な
史
的
評
価
を
右
の
ご
と
く
概
括
す
る
な
ら
ば
、
十
九

世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
初
等
教
員
史
に
お
け
る
「
訓
令
」
の
意
義
は
次
の
二
点
で
重
要

で
あ
る
。

　
第
一
点
、
「
訓
令
」
と
近
代
的
教
職
の
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
。
「
訓
令
」
の
実

施
過
程
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
「
訓
令
」
の
公
布
は
、
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
卒
業
生
の

教
職
独
占
の
画
期
と
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
共
通
の
養
成
課
程
を
経
た
、
同

質
の
職
業
集
団
と
し
て
の
近
代
的
教
職
集
団
の
形
成
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

教
職
集
団
の
形
成
は
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
が
他
の
欧
米
諸
国
に
先
が
け
て
近
代
的
国
民

教
育
制
度
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
最
も
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
し
か

し
同
時
に
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
初
等
教
員
の
十
九
世
紀
に
お
け
る

杜
会
的
位
置
を
固
定
化
す
る
端
緒
と
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
初
等
教
育
と
ゼ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ナ
ー
ル
の
「
同
系
繁
殖
」
の
構
造
は
、
「
訓
令
」
に
よ
っ
て
一
定
の
杜
会
的
認
知

を
獲
得
す
る
。
国
立
の
教
員
養
成
機
関
の
設
立
と
教
職
へ
の
リ
ク
ル
ー
ト
の
保
証

は
、
確
か
に
、
教
職
の
専
門
性
を
高
め
、
こ
れ
を
制
度
化
す
る
。
問
題
は
、
教
職

の
専
門
性
を
内
実
と
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
で
あ
っ
た
が
、
「
訓
令
」
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
教
職
の

現
状
を
多
く
の
点
で
追
認
し
、
固
定
化
す
る
方
向
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
も
で

き
よ
う
。
プ
ロ
ィ
セ
ン
初
等
教
員
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
同
時
代
の
杜
会

的
通
念
に
お
い
て
通
用
す
る
だ
け
の
専
門
職
性
を
享
受
し
た
と
は
言
い
難
い
の
で

　
（
4
9
）

あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
教
員
統
制
の
側
面

に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
訓
令
」
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
　
教
員
資
格

付
与
方
式
の
一
元
化
は
、
か
な
ら
ず
し
も
養
成
課
程
の
二
兀
化
を
伴
な
っ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
教
育
内
容
が
学
校
じ
と
に
多
様
化
す

る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
史
的
展
開
は
、
む
し

ろ
内
容
の
低
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
統
制
へ
と
す
す
み
、
各
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
独
自
の
発
展

を
阻
害
す
る
方
向
へ
と
む
か
っ
て
い
く
。
周
知
の
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
校
長
会
議
に
お

　
　
　
　
　
（
5
0
）

け
る
国
王
訓
辞
お
よ
び
「
シ
ュ
テ
イ
ー
ル
三
条
令
」
の
公
布
に
み
ら
れ
る
教
員
養

成
内
容
の
極
端
な
ま
で
の
低
レ
ヴ
ェ
ル
化
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
員
統
制
め
端

緒
は
、
ゼ
ミ
ナ
｝
ル
に
お
け
る
教
員
養
成
の
統
制
に
よ
－
っ
て
効
率
的
に
逐
行
さ
れ

　
　
　
　
　
（
5
1
）

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
訓
令
」
の
公
布
は
、
　
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
十
分

意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
に
せ
よ
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
養
成
課
程
に
対
す
る
統

制
力
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
中
央
当
局
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
・
を
形
成
せ
し
め
た

と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
「
訓
令
」
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
訓
令
」

の
公
布
が
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
の
職
業
集
団
と
し
て
の
形
成
を
う

な
が
す
、
一
つ
の
史
的
起
点
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
「
訓
令
」
　
の
も
つ

意
義
と
限
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
後
の
教
員
史
に
何
ら
か
の
影
を
落
と
す
こ
と

に
な
ろ
う
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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教
員
資
格
制
度
分
析
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
も
の
参
照
。
中

島
太
郎
編
『
教
員
養
成
の
研
究
』
第
一
法
規
、
一
九
六
一
年
所
収
の
中
島
論
文

（
序
章
）
。

牧
昌
見
『
日
本
教
員
資
格
制
度
史
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
。

申
島
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編
　
前
掲
書
。

平
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編
『
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界
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ぎ
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一
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収
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わ
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次
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記
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光
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収
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ω
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「
上
申
書
」
の
原
史
料
は
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
国
立
文
書
館
所
蔵
の
学
校
制
度
関
係

史
料
集
に
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
直
接
あ
た
っ
て

内
容
を
整
理
し
た
。
＜
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「
上
串
書
」
の
立
場
は
、
親
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
派
対
反
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
派
に
分
類
す
る

と
、
ほ
ぼ
二
対
一
で
前
者
の
方
に
片
寄
る
傾
向
が
あ
る
。

レ
ー
ラ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
学
校
数
の
増
加
の
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
八
一
〇
年
…
…
十
三
校
（
全
学
校
数
、
以
下
同
じ
）

一
八
一
五
年
…
…
十
五
校

一
八
二
〇
年
…
…
二
四
校

一
八
二
五
隼
…
…
二
六
校

■
．
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）
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プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
初
等
教
員
資
格
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
（
高
岡
）

訓
令
草
案
の
現
物
は
す
で
に
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
骨
子
は
次
の
も
の
に
転
載

さ
れ
て
い
る
。
＜
σ
q
H
・
F
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